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議案第４１号 蟹江町国民健康保険税条例の一部改正に 
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○委員長 髙阪康彦君 

  皆さん、おはようございます。総務民生常任委員会を開催いたしましたところ、定刻まで

にご参集いただきありがとうございます。 

  それでは、定足数に達していますので、ただいまから総務民生常任委員会を開会します。 

  本委員会に付託されました案件は、２件であります。慎重に審査をお願いいたします。 

  審査に先立ち、町長よりあいさつをお願いします。 

○町長 横江淳一君 

  あいさつした。 

○委員長 髙阪康彦君 

  ありがとうございました。 

  これより議事に入りますが、質疑、答弁につきましては、努めて簡潔明瞭にされるようお

願いします。 

  最初に、議案第40号「蟹江町税条例の一部改正について」を議題といたします。 

  提案説明は済んでおりますが、補足説明はございますか。 

○総務部長 加藤恒弘君 

  補足説明はございません。 

○委員長 髙阪康彦君 

  補足説明がないようですので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑はございませんか。 

○委員 松本正美君 

  東日本大震災の被害についての雑損控除等の特例について伺います。 

  阪神大震災時は３年で、今回の東日本大震災は５年と聞いています。それらの適用を受け

るときの手続はどうでしょうか。例えば、被災証明書などが必要なのでしょうか。 

  また、２番目に風評被害に対しての雑損控除などの特例がありましたら、お願いします。 

○総務部次長・税務課長 服部康彦君 

  先日の震災についての雑損控除等の特例については、所得税申告の中で雑損控除を認める

形となりまして、申告をいただくとそのまま住民税に適用されるので、それについてのご本

人の手続は不要であります。 

  また、風評被害については、町の中で該当する部分があるのか、ないのかわかりませんが、

被害を受けられた方は申告の際に税の減免になると思います。 

  また、細かいところについては、現時点ではわかりません。 

○委員長 髙阪康彦君 

  では、他に質疑ございませんか。 

（なしの声あり） 
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  他に質疑がないようですので、以上で質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。先に原案に反対者の発言を許します。 

（「ありません」の声あり） 

  討論がないようですので、討論を終結して原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第40号「蟹江町税条例の一部改正について」は原案どおり決定いたしま

した。 

  ここで、総務部長、総務部次長の退席を許可します。 

  入れかえのため暫時休憩します。 

（午前 ９時０５分） 

○委員長 髙阪康彦君 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時０６分） 

○委員長 髙阪康彦君 

  次に、議案第41号「蟹江町国民健康保険税条例の一部改正について」を議題とします。 

  提案説明は済んでおりますが、補足説明はございますか。 

○民生部長 齋藤 仁君 

  補足説明はございません。 

○委員長 髙阪康彦君 

  補足説明がないようですので、直ちに質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

  質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。先に原案に反対者の発言を許します。 

（なしの声あり） 

  討論がないようですので、討論を終結して原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第41号「蟹江町国民健康保険税条例の一部改正について」は原案のとお

り決定いたしました。 

  以上で、本日付託されました案件はすべて終了しました。 

  なお、委員長報告の作成については、私にご一任願います。 

  これで、総務民生常任委員会を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 
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（午前 ９時０８分） 
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